
四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和７年３月１４日 

                   四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第１０号 

四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部を改正する規則 

四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令和３年四日市市規則第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げ

る手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しないものとす

る。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

規則名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市ふぐの取扱いに関

する規則（平成２０年四日

市市規則第３８号） 

第１号様式及び第３号

様式 

 

四日市市化製場等に関する

法律施行細則（平成２０年

四日市市規則第４５号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式から第

７号様式まで、第９号

様式、第１１号様式、

第１２号様式、第１６

号様式及び第１７号様

式 

 

（略） 

四日市市農業委員会の委員

の選任に関する規則（平成

２８年四日市市規則第７９

第１号様式から第３号

様式まで 

署名（法人その他の団体に

あっては、代表者の署名）

をした場合に限る。 



号） 

四日市市食肉センターの設

置及び管理に関する条例施

行規則（昭和５６年四日市

市規則第１５号） 

第１号様式及び第２号

様式 

 

（略） 

四日市市霊園条例施行規則

（昭和４６年四日市市規則

第１号） 

第２号様式、第４号様

式、第６号様式、第８

号様式、第９号様式（申

請者欄に限る。）、第

１０号様式、第１１号

様式及び第１３号様式 

第２号様式、第４号様式、

第９号様式及び第１３号様

式については、署名をした

場合に限る。 

四日市市都市計画まちづく

り条例施行規則（平成１９

年四日市市規則第５６号） 

第１号様式、第３号様

式、第４号様式、第６

号様式、第１０号様式、

第１２号様式及び第１

３号様式 

第６号様式については、署

名をした場合に限る。 

（略） 
 

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げ

る手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しないものとす

る。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

規則名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市ふぐの取扱いに関

する規則（平成２０年四日

市市規則第３８号） 

第１号様式及び第３号

様式 

 

四日市市露店営業等に関す 別記様式  



る規則（平成２０年四日市

市規則第３９号） 

四日市市化製場等に関する

法律施行細則（平成２０年

四日市市規則第４５号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式から第

７号様式まで、第９号

様式、第１１号様式、

第１２号様式、第１６

号様式及び第１７号様

式 

 

（略） 

四日市市農業委員会の委員

の選任に関する規則（平成

２８年四日市市規則第７９

号） 

第１号様式から第３号

様式まで 

署名（法人その他の団体に

あっては、代表者の署名）

をした場合に限る。 

四日市市農業研修センター

の設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和５５年四

日市市規則第７号） 

第４号様式 署名（法人その他の団体に

あっては、代表者の署名）

をした場合に限る。 

四日市市食肉センターの設

置及び管理に関する条例施

行規則（昭和５６年四日市

市規則第１５号） 

第１号様式及び第２号

様式 

 

（略） 

四日市市霊園条例施行規則

（昭和４６年四日市市規則

第１号） 

第２号様式、第４号様

式、第６号様式、第８

号様式、第９号様式（申

請者欄に限る。）、第

１０号様式、第１１号

様式及び第１３号様式 

第２号様式、第４号様式、

第９号様式及び第１３号様

式については、署名をした

場合に限る。 

四日市市廃棄物の減量及び

適正処理に関する条例施行

第１号様式、第２号様

式の５、第５号様式か

 



規則（平成５年四日市市規

則第１０号） 

ら第５号様式の６ま

で、第７号様式、第１

０号様式及び第１１号

様式 

四日市市都市計画まちづく

り条例施行規則（平成１９

年四日市市規則第５６号） 

第１号様式、第３号様

式、第４号様式、第６

号様式、第１０号様式、

第１２号様式及び第１

３号様式 

第６号様式については、署

名をした場合に限る。 

（略） 
 

 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（総務部総務課） 

 

 


